
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
八
十
三
号

内
閣
府
に
お
い
て
経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
事

務
を
行
う
事
業
等
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
沖
縄
開
発
庁
設
置
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律

第
二
十
九
号
）
第
四
条
第
四
号
、
第
十
条
第
一
項
及
び
附

則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

す
る
。

第
一
条
　
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
三
項
第
十
九

号
の
振
興
開
発
計
画
に
基
づ
く
事
業
で
政
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九

号
）
第
十
条
の
十
五
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
治

山
事
業
（
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫

補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
六
十
九
号
）
又
は
公
共
土
木
施
設
災
害
復

旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九

十
七
号
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
災
害
復
旧
事
業

及
び
当
該
災
害
復
旧
事
業
の
施
行
の
み
で
は
再
度
災

害
の
防
止
に
十
分
な
効
果
が
期
待
で
き
な
い
と
認
め

ら
れ
る
た
め
こ
れ
と
合
併
し
て
行
う
新
設
又
は
改
良

に
関
す
る
事
業
そ
の
他
当
該
災
害
復
旧
事
業
以
外
の

事
業
で
あ
つ
て
再
度
災
害
を
防
止
す
る
た
め
土
砂
の

崩
壊
そ
の
他
の
危
険
な
状
況
に
対
処
し
て
特
に
緊
急

に
施
行
す
べ
き
も
の
を
除
く
。
）

二
　
治
水
事
業
（
次
に
掲
げ
る
事
業
（
公
共
土
木
施
設

災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
災
害
復
旧
事
業
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
号
イ

に
お
い
て
単
に
「
災
害
復
旧
事
業
」
と
い
う
。
）
及

び
災
害
復
旧
事
業
の
施
行
の
み
で
は
再
度
災
害
の
防

止
に
十
分
な
効
果
が
期
待
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る

た
め
こ
れ
と
合
併
し
て
行
う
新
設
又
は
改
良
に
関
す

る
事
業
そ
の
他
災
害
復
旧
事
業
以
外
の
事
業
で
あ
つ

て
再
度
災
害
を
防
止
す
る
た
め
土
砂
の
崩
壊
そ
の
他

の
危
険
な
状
況
に
対
処
し
て
特
に
緊
急
に
施
行
す
べ

き
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）

イ
　
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七

号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
（
同
法
第

百
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
の
二
級
河
川
に
関
す
る

規
定
が
準
用
さ
れ
る
河
川
を
含
む
。
）
に
関
す
る

事
業
（
ニ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第

一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
に
関
す
る
事
業

ハ
　
地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

三
十
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三

号
ロ
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
地
域
又
は
ぼ
た
山
に

関
し
て
同
法
第
三
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
つ

て
指
定
さ
れ
た
地
す
べ
り
防
止
区
域
又
は
ぼ
た
山

崩
壊
防
止
区
域
に
お
け
る
地
す
べ
り
防
止
工
事
又

は
ぼ
た
山
崩
壊
防
止
工
事
に
関
す
る
事
業

ニ
　
特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

三
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
（
沖
縄
振
興
特
別
措

置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
九
十
九

条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
多
目
的
ダ
ム
の
建
設
工

事
に
関
す
る
事
業

三
　
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
岸
保
全
施
設
の
新
設
及
び

改
良

四
　
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
の
管
理
（
災
害
復
旧

を
除
く
。
）

五
　
港
湾
整
備
事
業
（
次
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。
）

イ
　
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八

号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
港
湾
施
設
の
建

設
又
は
改
良
の
事
業
（
災
害
復
旧
事
業
の
施
行
の

み
で
は
再
度
災
害
の
防
止
に
十
分
な
効
果
が
期
待

で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
た
め
こ
れ
と
合
併
し
て

行
う
事
業
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
ら
の
事
業
以
外

の
事
業
で
港
湾
そ
の
他
の
海
域
に
お
け
る
汚
泥
そ

の
他
公
害
の
原
因
と
な
る
物
質
の
堆
積
の
排
除
、

汚
濁
水
の
浄
化
そ
の
他
の
公
害
防
止
の
た
め
に
行

う
も
の
で
あ
つ
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
施
行
す
る

も
の
及
び
港
湾
管
理
者
が
施
行
し
、
か
つ
、
こ
れ

に
要
す
る
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
国
が
負
担

し
、
又
は
補
助
す
る
も
の

ロ
　
港
湾
法
第
四
十
三
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
国
土

交
通
大
臣
が
施
行
す
る
開
発
保
全
航
路
の
開
発
及

び
保
全
の
事
業

ハ
　
港
湾
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
設
置
及
び
管
理
の
事
業

ニ
　
広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和
五
十

六
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
十
九
条
第
一
号
の
規

定
に
よ
る
廃
棄
物
埋
立
護
岸
の
建
設
又
は
改
良
の

事
業

ホ
　
港
湾
法
第
五
十
五
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
国
の
貸
付
け
に
係
る

ふ埠
頭
群
を
構
成
す
る
港
湾

施
設
の
建
設
又
は
改
良
の
事
業

ヘ
　
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
五
条
第

一
項
又
は
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設

等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一

年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
国
の
貸
付
け
に
係
る
港
湾
施
設
の
建
設

又
は
改
良
の
事
業

六
　
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
漁
港
漁
場
整
備
事
業
及
び
漁
港
関
連
道
の

整
備
事
業

七
　
空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
四

条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
空
港
及
び
同
法
第
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
管
理
空
港
に
係
る
同
法
第

六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事

八
　
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三

号
）
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
公
営
住
宅
の
整
備

九
　
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）

第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
水
道
事
業
又
は
同
条
第

四
項
に
規
定
す
る
水
道
用
水
供
給
事
業
の
用
に
供
す

る
水
道
施
設
の
新
設
及
び
増
設

十
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
し
尿
処
理
施
設
及
び
ご
み
処
理
施
設
の

設
置

十
一
　
都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
公
園
の
新
設

及
び
改
築

十
二
　
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九

号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
、
同

条
第
四
号
に
規
定
す
る
流
域
下
水
道
及
び
同
条
第
五

号
に
規
定
す
る
都
市
下
水
路
の
設
置
及
び
改
築

十
三
　
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
二
条
第
二
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
事
業
及
び
草
地
開
発
事
業
に
係
る
利
用
施

設
整
備
事
業

十
四
　
造
林
並
び
に
林
道
の
開
設
及
び
改
良

十
五
　
工
業
用
水
道
事
業
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

八
十
四
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
工
業
用
水

道
施
設
の
設
置

十
六
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
（
大
学
及
び
高
等
専

門
学
校
を
除
く
。
）
の
校
舎
、
運
動
場
、
寄
宿
舎
そ

の
他
の
施
設
の
整
備

十
七
　
公
民
館
、
博
物
館
及
び
青
少
年
教
育
施
設
で
地

方
公
共
団
体
の
設
置
に
係
る
も
の
の
整
備

十
八
　
保
健
所
、
保
健
師
養
成
所
、
助
産
師
養
成
所
、

看
護
師
養
成
所
及
び
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
二
百
五
号
）
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
公
的
医
療

機
関
の
施
設
の
整
備

十
九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
共
事
業
費

の
支
弁
に
係
る
国
の
直
轄
又
は
補
助
に
よ
る
事
業
並

び
に
沖
縄
の
地
理
的
及
び
自
然
的
特
性
そ
の
他
の
特

殊
事
情
に
基
因
す
る
事
業
で
内
閣
総
理
大
臣
が
関
係

行
政
機
関
の
長
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の

２
　
法
第
四
条
第
三
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
経
費
は
、
前
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
公
共
下
水
道

の
設
置
及
び
改
築
に
関
す
る
経
費
の
う
ち
、
過
疎
地
域

の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和

三
年
法
律
第
十
九
号
）
第
十
七
条
第
九
項
の
規
定
に
よ

り
国
が
通
常
の
補
助
の
割
合
を
超
え
て
補
助
す
る
こ
と

と
な
る
額
の
交
付
に
要
す
る
経
費
と
す
る
。

第
二
条
　
沖
縄
総
合
事
務
局
の
所
掌
事
務
の
う
ち
次
の
表

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に
関
し
て
は
、
法
令

に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
れ
ぞ
れ
沖
縄

総
合
事
務
局
を
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
地
方
支
分
部

局
そ
の
他
の
地
方
行
政
機
関
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
地
方
支
分
部
局
等
」
と
い
う
。
）
と
、
沖
縄
総
合
事
務

局
の
長
を
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
地
方
支
分
部
局
等

の
長
と
、
沖
縄
総
合
事
務
局
に
お
い
て
当
該
事
務
に
従

事
す
る
職
員
を
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
地
方
支
分
部

局
等
の
職
員
と
み
な
す
。

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

公
正
取
引
委
員
会
の
事

務
総
局
の
地
方
事
務
所

に
お
い
て
所
掌
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

公

正

取

引

委

員

会

の

事

務

総

局

の

地

方

事
務
所

公

正

取

引

委

員

会

の

事

務

総

局

の

地

方

事

務

所

の
長

公
正
取
引

委
員
会
の

事
務
総
局

の
地
方
事

務
所
の
職

員

財
務
局
に
お
い
て
所
掌

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務

財
務
局

財

務

局

長

財
務
局
の

職
員

地
方
農
政
局
に
お
い
て

所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
務

地

方

農

政
局

地

方

農

政
局
長

地
方
農
政

局
の
職
員

経
済
産
業
局
に
お
い
て

所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
務

経

済

産

業
局

経

済

産

業
局
長

経
済
産
業

局
の
職
員

地
方
整
備
局
に
お
い
て

所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
務

地

方

整

備
局

地

方

整

備
局
長

地
方
整
備

局
の
職
員

地
方
運
輸
局
に
お
い
て

所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
務

地

方

運

輸
局

地

方

運

輸
局
長

地
方
運
輸

局
の
職
員

２
　
沖
縄
総
合
事
務
局
の
所
掌
事
務
の
う
ち
運
輸
支
局
に

お
い
て
所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
処
理
に

関
し
て
は
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
沖
縄
総
合
事
務
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
で
地

方
運
輸
局
に
お
い
て
所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事

1



務
を
分
掌
す
る
も
の
を
運
輸
支
局
と
、
当
該
事
務
所
の

長
を
運
輸
支
局
の
長
と
み
な
す
。

第
三
条
　
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め

る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
通
貨
等
の
切
替
対
策
、
土
地
の
権
利
関
係
を
明
確

に
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
の
収
集
そ
の
他
の
調

査
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
に
接
収
さ
れ
た
校
地

に
代
え
て
借
り
受
け
て
い
る
公
立
小
学
校
の
校
地
の

購
入
の
助
成
そ
の
他
復
帰
前
に
お
け
る
沖
縄
の
特
殊

事
情
に
基
因
す
る
事
項
で
、
復
帰
に
伴
い
、
特
に
対

策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
も
の
（
次
号
に
規
定
す
る

も
の
及
び
他
の
行
政
機
関
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）

二
　
沖
縄
に
お
け
る
砂
糖
の
消
費
者
価
格
の
急
激
な
騰

貴
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
そ
の
他
従
前
の

沖
縄
の
諸
制
度
か
ら
本
邦
の
諸
制
度
へ
の
円
滑
な
移

行
を
図
る
た
め
の
特
別
の
措
置
（
他
の
行
政
機
関
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

三
　
沖
縄
の
復
帰
を
記
念
す
る
特
別
国
民
体
育
大
会
の

開
催
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
の
整
備
そ
の
他
沖
縄

の
復
帰
を
記
念
す
る
特
別
の
事
業
（
他
の
行
政
機
関

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

附
　
則

１
　
こ
の
政
令
は
、
沖
縄
開
発
庁
設
置
法
の
施
行
の
日

（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
三
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

第
一
条
第
一
項
第
十
六
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
号
中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
」
と
あ
る
の

は
、
「
高
等
専
門
学
校
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
三
月
三
一
日
政
令
第
五

一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
九
月
八
日
政
令
第
二
六

〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
七

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
一
日
政
令
第
二

〇
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
一
月
二
四
日
政
令
第

三
三
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八
一

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
六
月
一
四
日
政
令
第
一
七

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
八
月
二
三
日
政
令
第
二
四

八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
営
住
宅
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
八
年
八
月
三
十
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
一
九
日
政
令
第

四
〇
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
月
一
七
日
政
令
第
四

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
三
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
五
日
政
令
第
六

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
七
日
政
令
第
二
〇

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

六
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
三
日
政
令
第
四

七
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
し
、
平
成
十
九
年
度
の
予
算
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
三
〇
日
政
令
第
一

七
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
二
月
二
九
日
政
令
第
四

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一

部
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
一
八
日
政
令
第
一

九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
政
令
第
四

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
二
二
日
政
令
第
二

二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十

五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
一
八
日
政
令
第

三
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
港
湾
法
及
び
特
定
外
貿
埠
頭
の

管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条

第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年

十
二
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
二
日
政
令
第
五

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四

年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
一
三
日
政
令
第
五

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
四
日
政
令
第
二
五

六
号
）

こ
の
政
令
は
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施

設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
九
月
五
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
政
令
第
九

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
六
月
二
七
日
政
令
第
二

三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
二
八
日
政
令
第
六

四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
三

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
六

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
一
四
日
政
令
第
三

八
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
令
和
四
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
〇
月
一
八
日
政
令
第
三

〇
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
漁
港
漁
場
整
備
法
及
び
水
産
業
協
同

組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和

六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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